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株 式 99.34 %

現 金 等 0.66 %

組 入 銘 柄 数 33

（設定日：2015年6月15日）
基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。

分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×（当日基準価額÷前日基準価額）
（※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）

基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

組入比率は純資産総額に対する割合

です。

株式には預託証券（DR）、ベトナム株式

の値動きに連動する上場投資信託

（ETF）およびベトナム株式の値動きに

連動する有価証券を含みます。

※1 騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、 実際の投資家利回りとは異なります。
※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。

※ 基準価額は1万口当たり

運用実績

基準価額・純資産総額

運用実績の推移

ポートフォリオ構成

騰落率（税引前分配金再投資）

分配金実績（税引前)  ※直近3年分

※1
※2

※3

分配金は1万口当たり
上記の分配金は過去の実績であり、将来の分
配金の支払いおよびその金額について保証す
るものではありません。
分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が
決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約
束するものではありません。分配金が支払われ
ない場合もあります。

※1

※2

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称︓ベトナムでフォー
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純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額

基 準 価 額 24,800 円

純 資 産 総 額 10,538 百万円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 2年 3年

-1.43% 20.63% 18.52% 14.66% 32.13% 39.56%

第8期 (2023.06.01) 0 円
第9期 (2024.06.03) 0 円
第10期 (2025.06.02) 0 円
設定来累計分配金 0 円
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＜ベトナムVN指数（現地通貨ベース）＞

【参考】市況動向（直近3ヵ月）

※1 ベトナムVN指数に関する著作権等の知的財産その他一切
の権利はホーチミン証券取引所に帰属します。

※2 ベトナムドン/円は、一般社団法人 投資信託協会が公表す
る対顧客電信売買相場の仲値（TTM）です。
※3 米ドル/ベトナムドンはDatastreamのデータを基に委託会社

が作成しています。

組入上位10業種 組入上位10銘柄

※1 組入比率は純資産総額に対する割合です。

※2 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。
※1 組入比率は純資産総額に対する割合です。

※2 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称︓ベトナムでフォー

No. 銘柄 業種 組入比率(%)

1 軍隊商業銀行 銀行 7.95

2
モバイル・ワールド・インベスト
メント

一般消費財・サービス流通・
小売り

7.80

3 ビンホームズ 不動産管理・開発 6.58

4 FPT ソフトウェア・サービス 5.58

5 ジェマデプト 運輸 5.12

6 FPTデジタルリテール
一般消費財・サービス流通・

小売り
4.93

7 ホーチミン市住宅開発商業銀行 銀行 4.91

8 ベトナム産業貿易商業銀行 銀行 4.84

9 ベトナム外商銀行 銀行 4.57

10 フーニュアン・ジュエリー 耐久消費財・アパレル 4.50

№ 組入比率

1 銀行 26.49%

2 不動産管理・開発 13.95%

3
一般消費財・サービス流通・

小売り
12.73%

4 運輸 9.40%

5 ソフトウェア・サービス 7.37%

6 素材 5.58%

7 耐久消費財・アパレル 4.50%

8 金融サービス 4.33%

9 資本財 3.20%

10 その他 2.86%

業種

2025/09/30 1661.70

2025/09/30 0.0056 2025/09/30 26427.00
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マーケット動向と当ファンドの動き

9月のベトナム株式市場は下落しました。
経済指標は、8月の製造業PMI（購買担当者景気指数）は前月から低下しましたが、引き続き景気判断の分かれ目となる50を上回りま
した。8月のCPI（消費者物価指数）の前年比変動率は前月からやや加速しました。鉱工業生産と小売売上高の前年比成長率は前月
から加速しました。
保有銘柄では、不動産開発のビンホームズがプラス寄与した一方、ITサービスのFPTや、金融の軍隊商業銀行、ホーチミン市住宅開
発商業銀行等がマイナス寄与しました。ファンドではファンダメンタルズが堅調でベトナム経済の成長の恩恵を受ける大型優良株を中
心に保有を継続しました。

今後のマーケットの見通しと運用方針

ベトナム経済に関しては、実質GDP成長率が2019年までは前年比+5～8％、コロナ禍に見舞われた2020年以降もプラスを維持するな

ど堅調な推移となっていますが、①良好な人口動態に支えられた安定的な労働力供給や旺盛な消費、②鉄道・道路に加えて石油化

学・電力等のインフラ整備に伴う投資、③輸出の拡大を背景とした経常収支黒字の拡大等を勘案すると、長期的に年率6％水準の

GDP成長は可能と思われます。企業業績はこうした追い風を背景に長期的に10%前後のEPS（1株あたり利益）成長が見込めること、

バリュエーションは依然として割安なレベルであることを勘案すると、株式市場には今後も資金流入が期待できます。国有企業の新

規公開売り出し（IPO）や政府が保有国営企業株式を継続的に売り出していることに加えて、株式市場における規模・流動性拡大を受

けて主要指数においてエマージング指数への格上げが将来的に期待できることも相場のサポート要因と言えます。短期的には国内

外の景気動向を巡って上下する可能性もありますが、投資センチメントが安定すれば、これまで集積してきた製造業の輸出拠点とし

ての強さや新興国としての内需の成長といった追い風を受けた中長期的な経済の強さに再び注目が集まるものと考えています。この

ような環境下、引き続き同国の経済成長の恩恵を享受できる銘柄を長期保有を前提に重点投資をしていく予定です。

※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、四捨五入して表示しています。

※上記のマーケット動向と当ファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。また、見通しと運用方針は、作
成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称︓ベトナムでフォー

ベトナムの構造改革について

ベトナムでは2024年8月にトー・ラム共産党書記長を中心とした政治執行体制になりましたが、現政権におけるベトナムの中長期的な

経済政策の方向性が明らかになってきています。元々長期的な目標として2045年までに高所得国入りすることを掲げており、その達

成のための各種政策を方向づける戦略的決議がこの１年でいくつかの政策文書として発表されてきました。例えば、「決議57号」では

イノベーションの推進、「決議59号」では世界経済への統合、「決議66号」では法制度の整備、を主な内容としており、さらに2025年5

月に発表された決議68号では、民間経済を国家経済の最も重要な原動力と位置付け、これまでの国家主導・外資依存の傾向からの

転換を示しており、ベトナム株式市場に対して長期的にポジティブな示唆となっています。同決議では具体的には、土地・投資・建設

などに関する法制度の見直しや手続きの効率化、教育・医療・交通・文化に関連した公共サービスの民間への開放、テクノロジー分

野における研究開発・人材育成・資金供給のサポート、といった内容が言及されています。こうした政策文書自体は概念的なもので

すが、国内民間企業の成長を促す姿勢が明確なものとなっており、多くの企業が成長していく過程において株式市場に新規に上場

するケースが増えていくことが期待されます。現在までのところ、ベトナム株式市場は多くの新興国同様に、金融・不動産・資本材、と

いった伝統的な産業の比率が依然として高い状態となっていますが、長期的には消費や情報技術といった産業の比率も増えていくこ

とが期待され、当戦略ではそうした業種の企業を積極的に調査して組み入れを行っていく方針です。
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信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

*○*

*○*

○ 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

○ 株価変動リスク…………

○ 個別銘柄選択リスク……

○ 為替リスク………………

○ 信用リスク………………

○ 流動性リスク……………

○ カントリーリスク…………

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.6の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

当ファンドは、個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖離
することがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があり
ます。

費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。

当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替
変動の影響を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった
場合には基準価額が下がる要因となります。

当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に
陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基
準価額が下がる要因となります。

当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格
どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす
可能性があります。

当ファンドが投資を行う通貨や株式の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比
較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外
貨準備高等の悪化などが為替市場や株式市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいも
のになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税
制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や株
式市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基
準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさ
まの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。
また、投資信託は預貯金と異なります。

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書
(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの特色(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式（*）への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長
を目的として、積極的な運用を行います。
（*）ベトナム株式には、預託証券（DR）、当該株式の値動きに連動する上場投資信託（ETF）および当該株式の値動き
に連動する有価証券を含みます。

銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、
ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行います。

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称︓ベトナムでフォー
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お申込みメモ(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

販売会社が定める期日までにお支払いください。

販売会社が定める単位

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

2045年6月1日まで（2015年6月15日設定）

・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合
・受益権口数が5億口を下回ることとなった場合
・やむを得ない事情が発生した場合

毎年6月1日（休業日の場合は翌営業日）

年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

ファンドの費用(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

●投資者が直接的に負担する費用

購入価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

ありません。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.6の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

申込締切時間

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合がありま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

その他の費用・
手数料

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.903％（税抜1.73％）

以下の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

決算日

※上場投資信託（ETF）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（ETF）の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
・ベトナムの証券取引所の休業日　  　・ベトナムの銀行の休業日
・シンガポールの銀行の休業日

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお
申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあ
ります。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、
どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

繰上償還

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保管等に
要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　等
※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示す
ことができません。

運用管理費用

換金手数料

原則として営業日の午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。
なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額

（信託報酬）

購入単位

購入価額

購入代金

換金単位

換金価額

換金代金

購入・換金申込受付
の中止および取消し

換金制限

信託期間

購入・換金
申込不可日

収益分配

課税関係

購入時手数料

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称︓ベトナムでフォー
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マンスリーレポート

2025年9月30日基準

投資信託ご購入の注意

　投資信託は、
　①

　② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
　③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料のお取扱いについてのご注意

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
○

○

○ 当資料における内容は作成時点（2025年10月9日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

※ 当資料は8枚ものです。

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性につい
て、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通
して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発
行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投
資信託は預貯金とは異なります。

◆委託会社およびファンドの関係法人 ◆

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会

＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先 ◆

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ URL https：//www.am-one.co.jp/

◆収益分配金に関する留意事項◆

○収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があり

ます。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本と

は、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となりま

す。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称︓ベトナムでフォー

※ 世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）により開発された、MSCIおよびS&Pの

独占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントＯｎｅ株式会社に対し、その使用が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまた

はGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類（並びにこれらの使用から得られる結果）に関し、明示

黙示を問わず、一切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定目

的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、および

GICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一

切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、一切の責任を負うものではありません。
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マンスリーレポート

2025年9月30日基準

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

○印は協会への加入を意味します。 2025年10月9日現在

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順）

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.6の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称︓ベトナムでフォー

商号 登録番号等
日本証券業

協会

一般社団法

人日本投資

顧問業協会

一般社団法

人金融先物

取引業協会

一般社団法

人第二種金

融商品取引

業協会

備考

株式会社静岡銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社但馬銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第14号 ○

株式会社福岡銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社十八親和銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第3号 ○

株式会社熊本銀行 登録金融機関　九州財務局長（登金）第6号 ○

三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第370号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

ＯＫＢ証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第191号 ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2938号 ○

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○

株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第5号 ○

十六ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第188号 ○

めぶき証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1771号 ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第114号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○

ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3335号 ○ ○

西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　福岡財務支局長（金商）第75号 ○

西村証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第26号 ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1977号 ○

ほくほくＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第24号 ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

三豊証券株式会社 金融商品取引業者　四国財務局長（金商）第7号 ○

明和證券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第185号 ○
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マンスリーレポート

2025年9月30日基準

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

以下は取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です。 2025年10月9日現在
　○印は協会への加入を意味します。

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。
※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。
※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順）

※ 当資料は8枚ものです。

※ P.6の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称︓ベトナムでフォー

商号 登録番号等
日本証券業

協会

一般社団法

人日本投資

顧問業協会

一般社団法

人金融先物

取引業協会

一般社団法

人第二種金

融商品取引

業協会

備考

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商

品取引業者　株式会社ＳＢＩ証券）
登録金融機関　関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社イオン銀行（委託金融商品

取引業者　マネックス証券株式会社）
登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商

品取引業者　マネックス証券株式会

社）

登録金融機関　関東財務局長（登金）第10号 ○ ○
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